
《過去 1 年間における賃借料の情報提供》 

☞はじめに　 

※田の賃借料については、共済水張り面積ではなく登記面積によるものです。 

※この金額は目安です。実際に契約を締結しようとするときは、圃場の土壌条件 

及び基盤整備の状況等を考慮し、契約当事者間で十分に話し合って決めて下さ 

い。 

 

■実勢賃借料（１０ａ当たり）　　　　　　　　（令和８年１月２０日現在） 

 

■農地の地域 

※不明な点がありましたら、農業委員会事務局（電話０１３６－５５－６５３９） 

にお問い合せ願います。

 
区　域　別 平　均　額 最　高　額 最　低　額

 

田

尻別川沿岸地帯（上） １３，５１０円 １８，６９４円 ９，３２４円

 
尻別川沿岸地帯（下） 

丘陵地帯（上）
１３，８０７円 １６，４３４円 ９，０８２円

 
丘陵地帯（下） １０，１９３円 １１，６２９円 ５，９２３円

 
海岸・高台・山間地帯 ７，８６７円 １１，０５４円 ４，６８０円

 

畑

尻別川沿岸地帯（上） ５，８３８円 １０，０００円 ３，０００円

 
尻別川沿岸地帯（下） 

丘陵地帯（上）
５，２８８円 １０，０００円 ３，０００円

 
丘陵地帯（下） ６，０００円 ７，５００円 ３，０００円

 
海岸・高台・山間地帯 ４，２８４円 ４，２８４円 ４，２８４円

 ○尻別川沿岸地帯（上） 

　黄金、蘭越下、大谷上、大谷中、大谷下、淀川、淀川上、豊国上、豊国下、豊国東、 

　名駒１、名駒２、トンカラ、三和１、三和２、三和３、吉国、栄１

 ○尻別川沿岸地帯（下）・丘陵地帯（上） 

　栄２、冷水、共栄、御成、御成３、初田、港５、昆布高台、昆布西、蘭越東、蘭越上、 

　水上、富岡、相生１、共有地、三笠、鮎川下

 ○丘陵地帯（下） 

　蘭越、清水、鮎川上、相生２、相生３、相生東、賀老、貝川、目名

 ○海岸地帯・高台地帯・山間地帯 

　港１、港２、港３、立川、日出、湯里、旭台、田下１、田下２、讃岐、上目名、上里


